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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリンタと画像出力受付端末とが接続される画像プリントシステムであって、
　前記画像出力受付端末は、
　記憶媒体に記憶された画像データを入力する画像入力手段と、
　前記画像データを保持する保持手段と、
　前記画像データの撮影日時情報に基づいた日時を表示し、前記画像データに合成する日
時を利用者に選択させる日時選択手段と、
　前記日時選択手段によって選択された日時を前記画像データに合成し、印刷データを生
成する日時合成手段と、
　前記印刷データを前記プリンタに送信する印刷データ送信手段と、
を具備し、
　前記保持手段は、更に、前記画像出力受付端末の設置場所を示すロケールデータを保持
し、
　前記日時選択手段は、前記ロケールデータと前記画像データのＧＰＳ情報とを比較して
時差がある場合、前記画像データの撮影日時情報に時差を考慮した日時と、前記画像デー
タの撮影日時情報の日時を選択可能に表示することを特徴とする画像プリントシステム。
【請求項２】
　前記日時選択手段は、前記画像データに撮影日時情報がない場合、カレンダー形式の日
付選択画面を表示することを特徴とする請求項１に記載の画像プリントシステム。
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【請求項３】
　前記日時選択手段は、前記画像データに合成する日時の書式、フォント、色、サイズ、
合成位置の少なくとも１つを利用者に選択させることを特徴とする請求項１に記載の画像
プリントシステム。
【請求項４】
　プリンタと接続される画像出力受付端末であって、
　記憶媒体に記憶された画像データを入力する画像入力手段と、
　前記画像データを保持する保持手段と、
　前記画像データの撮影日時情報に基づいた日時を表示し、前記画像データに合成する日
時を利用者に選択させる日時選択手段と、
　前記日時選択手段によって選択された日時を前記画像データに合成し、印刷データを生
成する日時合成手段と、
　前記印刷データを前記プリンタに送信する印刷データ送信手段と、
を具備し、
　前記保持手段は、更に、前記画像出力受付端末の設置場所を示すロケールデータを保持
し、
　前記日時選択手段は、前記ロケールデータと前記画像データのＧＰＳ情報とを比較して
時差がある場合、前記画像データの撮影日時情報に時差を考慮した日時と、前記画像デー
タの撮影日時情報の日時を選択可能に表示することを特徴とする画像出力受付端末。
【請求項５】
　プリンタと画像出力受付端末とが接続される画像プリントシステムにおける画像出力方
法であって、
　前記画像出力受付端末の設置場所を示すロケールデータを保持した前記画像出力受付端
末が、
　記憶媒体に記憶された画像データを入力する画像入力ステップと、
　前記画像データを保持する保持ステップと、
　前記画像データの撮影日時情報に基づいた日時を表示し、前記画像データに合成する日
時を利用者に選択させる日時選択ステップと、
　前記日時選択ステップによって選択された日時を前記画像データに合成し、印刷データ
を生成する日時合成ステップと、
　前記印刷データを前記プリンタに送信する印刷データ送信ステップと、
を実行し、
　前記日時選択ステップでは、前記ロケールデータと前記画像データのＧＰＳ情報とを比
較して時差がある場合、前記画像データの撮影日時情報に時差を考慮した日時と、前記画
像データの撮影日時情報の日時を選択可能に表示することを特徴とする画像出力方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、利用者が所持する記憶媒体に記憶されている画像データを印刷する画像プリン
トシステム、特に、画像データに日時情報を合成して印刷する画像プリントシステム等に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、店舗の比較的小さなスペースに設置することが可能な画像プリントシステム、あ
るいは画像出力装置が実用化されている。利用者は、画像プリントシステム、あるいは画
像出力装置を用いて、デジタルカメラ等で撮影した画像を記憶した記憶媒体から印刷する
ことができる（例えば、特許文献１参照）。
　デジタルカメラ等で撮影した画像データには、ＥＸＩＦ（Ｅｘｃｈａｎｇｅｂｌｅ　Ｉ
ｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）と呼ばれるメタデータが埋め込まれている。ＥＸＩ
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Ｆの規格に対応する画像形式には、例えば、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐ
ｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）、ＴＩＦＦ（Ｔａｇｇｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｏｒ
ｍａｔ）等がある。ＥＸＩＦデータは、カメラの機種、撮影時の条件（撮影日時、解像度
、シャッタースピード、ＩＳＯ感度、ＧＰＳ付きカメラの場合はＧＰＳ情報等）などが含
まれる。例えば、ＥＸＩＦデータの撮影日時情報には、デジタルカメラの内部の時計が示
す日時が格納される。画像プリントシステム等では、ＥＸＩＦデータから撮影日時情報を
取り出し、画像データに合成して印刷することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２６８４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、デジタルカメラの内部の時計が正確に設定されていない場合（例えば、
初期設定から変更していない場合など）、実際の撮影日時とは異なる日時が画像データに
合成されてしまう。また、海外で撮影した場合、時差調整をしていないと、現地での撮影
日時とは異なる日時が画像データに合成されてしまう。また、印刷する日時情報の色が画
像と同系統の場合や、利用者のイメージとは異なった書式、デザインの場合もある。
　このように、従来の技術では、利用者にとって好ましくない日時合成処理がなされる場
合があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、合成す
る日時情報を利用者が調整可能な画像プリントシステム等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した目的を達成するために、第１の発明は、プリンタと画像出力受付端末とが接続
される画像プリントシステムであって、前記画像出力受付端末は、記憶媒体に記憶された
画像データを入力する画像入力手段と、前記画像データを保持する保持手段と、前記画像
データの撮影日時情報に基づいた日時を表示し、前記画像データに合成する日時を利用者
に選択させる日時選択手段と、前記日時選択手段によって選択された日時を前記画像デー
タに合成し、印刷データを生成する日時合成手段と、前記印刷データを前記プリンタに送
信する印刷データ送信手段と、を具備し、前記保持手段は、更に、前記画像出力受付端末
の設置場所を示すロケールデータを保持し、前記日時選択手段は、前記ロケールデータと
前記画像データのＧＰＳ情報とを比較して時差がある場合、前記画像データの撮影日時情
報に時差を考慮した日時と、前記画像データの撮影日時情報の日時を選択可能に表示する
ことを特徴とする画像プリントシステムである。第１の発明によって、利用者が合成する
日時情報を調整することができる。
 
【０００７】
　また、利用者が海外旅行中にデジタルカメラの時計の時差調整を忘れてしまった場合で
も、適切な撮影日時を画像データに合成することが可能となる。
 
【０００８】
　前記日時選択手段は、前記画像データに撮影日時情報がない場合、カレンダー形式の日
付選択画面を表示する。
　これによって、デジタルカメラの時計の日時設定が正しく行われていない場合でも、利
用者は希望する日時を選択し、画像データに合成することが可能となる。
【０００９】
　前記日時選択手段は、前記画像データに合成する日時の書式、フォント、色、サイズ、
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合成位置の少なくとも１つを利用者に選択させる。
　画像データに合成する日時の書式、フォント、色、サイズ、合成位置等を利用者が選択
することにより、利用者は好みのデザインで日時を画像データに合成することができる。
例えば、画像データの色とは異なる系統の色を選択することで、合成する日時が見易くな
る。
【００１０】
　第２の発明は、プリンタと接続される画像出力受付端末であって、記憶媒体に記憶され
た画像データを入力する画像入力手段と、前記画像データを保持する保持手段と、前記画
像データの撮影日時情報に基づいた日時を表示し、前記画像データに合成する日時を利用
者に選択させる日時選択手段と、前記日時選択手段によって選択された日時を前記画像デ
ータに合成し、印刷データを生成する日時合成手段と、前記印刷データを前記プリンタに
送信する印刷データ送信手段と、を具備し、前記保持手段は、更に、前記画像出力受付端
末の設置場所を示すロケールデータを保持し、前記日時選択手段は、前記ロケールデータ
と前記画像データのＧＰＳ情報とを比較して時差がある場合、前記画像データの撮影日時
情報に時差を考慮した日時と、前記画像データの撮影日時情報の日時を選択可能に表示す
ることを特徴とする画像出力受付端末である。
 
【００１１】
　第３の発明は、プリンタと画像出力受付端末とが接続される画像プリントシステムにお
ける画像出力方法であって、前記画像出力受付端末の設置場所を示すロケールデータを保
持した前記画像出力受付端末が、記憶媒体に記憶された画像データを入力する画像入力ス
テップと、前記画像データを保持する保持ステップと、前記画像データの撮影日時情報に
基づいた日時を表示し、前記画像データに合成する日時を利用者に選択させる日時選択ス
テップと、前記日時選択ステップによって選択された日時を前記画像データに合成し、印
刷データを生成する日時合成ステップと、前記印刷データを前記プリンタに送信する印刷
データ送信ステップと、を実行し、前記日時選択ステップでは、前記ロケールデータと前
記画像データのＧＰＳ情報とを比較して時差がある場合、前記画像データの撮影日時情報
に時差を考慮した日時と、前記画像データの撮影日時情報の日時を選択可能に表示するこ
とを特徴とする画像出力方法である。
 
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、合成する日時情報を利用者が調整可能な画像プリントシステム等を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態の画像プリントシステム１００のシステム構成図
【図２】画像出力受付端末１の概略斜視図
【図３】画像出力受付端末１のハードウエア構成図
【図４】プリンタサーバ３のハードウエア構成図
【図５】画像プリントシステム１００の処理動作を示すフローチャート
【図６】サムネイル画面６００の１例を示す図
【図７】画像編集画面７００の１例を示す図
【図８】画像出力受付端末１の日時選択処理を示すフローチャート
【図９】日付選択画面９００の１例を示す図
【図１０】日付選択画面１０００の１例を示す図
【図１１】日付選択画面１１００の１例を示す図
【図１２】日付選択画面１２００の１例を示す図
【図１３】日付選択画面１３００の１例を示す図
【図１４】日付書式選択画面１４００の１例を示す図
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【図１５】第２の実施形態の画像出力装置２のシステム構成図
【図１６】画像出力装置２の外観斜視図
【図１７】画像出力装置２のハードウエア構成図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。尚、以
下の説明および添付図面において、略同一の機能構成を有する構成要素については、同一
の符号を付することにより重複説明を省略することにする。
【００１５】
　最初に、図１から図１５を参照しながら、第１の実施の形態を説明する。
　図１は、第１の実施形態の画像プリントシステム１００のシステム構成図である。
【００１６】
　図１に示すように、画像プリントシステム１００は、複数の画像出力受付端末１－１、
１－２、プリンタサーバ３、複数のプリンタ５－１、５－２、５－３等が、ネットワーク
９を介して接続されて構成される。
【００１７】
　ネットワーク９は、インターネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）等のネッ
トワークであり、有線、無線を問わない。
【００１８】
　画像出力受付端末１は、店頭において画像出力の受付を行う端末装置であり、画像デー
タ読込手段１０１、画像編集合成手段１０２、印刷データ送信手段１０３、課金手段１０
４等を備える。
【００１９】
　画像データ読込手段１０１は、予め画像データが記憶された入力メディア１２１から画
像データ１１を取得し記憶部３０２に保持する。
　入力メディア１２１（記憶媒体）は、例えば、スマートメディア、コンパクトフラッシ
ュ（登録商標）、ミニＳＤ（ｓｅｃｕｒｅ　ｄｉｇｉｔａｌ）カード、ＳＤメモリカード
、メモリスティック、コンパクトディスク等である。
　尚、本実施の形態では、画像データ読込手段１０１として、入力メディア１２１から画
像データを読み取る手段のみを示しているが、スキャナ装置により紙媒体等を読み取る手
段や、撮影装置により被写体を撮像する手段を備えるようにしてもよい。
【００２０】
　画像出力受付端末１は、例えば、液晶ディスプレイ等のタッチパネル付ディスプレイに
、画像データ１１のサムネイル画像を表示し、印刷枚数、印刷サイズ、画像編集合成処理
等の指定を可能とする。利用者は、タッチパネルを介して、印刷注文する画像データ１１
を選択する。
【００２１】
　画像編集合成手段１０２は、一つ以上の入力、または選択した画像データ１１に対して
、日時の合成、メッセージの書き込み、切抜き、倍率の変更等の指示入力を対話的に行う
対話型インタフェースプログラムと画像処理プログラムによって実現される。また、画像
編集合成手段１０２は、記憶部３０２に予め記憶されているフレーム画像等の素材データ
１２を画像データ１１に合成する。画像編集合成手段１０２は、画像データ１１を編集、
合成した印刷データ１５を記憶部３０２に保存する。
【００２２】
　更に、画像編集合成手段１０２は、画像データ１１に埋め込まれるＥＸＩＦデータ、ロ
ケールデータ１３、及び、時差データ１４等を用いて、画像データ１１に合成する日時の
候補を利用者に表示し、利用者により選択された日時を画像データ１１に合成する。
【００２３】
　ロケールデータ１３は、画像出力受付端末１が設置された場所の緯度、経度である。時
差データ１４は、画像出力受付端末１が設置された場所と世界の主要都市間との時差に関
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する情報である。
　画像データ１１を撮影したカメラがＧＰＳ付きカメラの場合、画像データ１１に含まれ
るＥＸＩＦデータには、撮影日時情報と共に、撮影場所の緯度、経度であるＧＰＳ情報も
格納される。
【００２４】
　印刷データ送信手段１０３は、記憶部３０２に記憶されている印刷データ１５を、ネッ
トワーク９を介してプリンタサーバ３に送信する。
【００２５】
　課金手段１０４は、利用者によるプリント物１２３の印刷注文に応じた料金を算出、表
示し、必要に応じてレシートプリンタによりレシート（引換券）１２２を発行し、店頭で
の利用者に支払いを要求する。
　本実施の形態では、課金手段１０４は、料金算出、レシート（引換券）１２２の発行の
みを行うとしているが、課金機を装備し、利用者に入金を要求して現金による課金処理を
行えるようにしてもよい。
【００２６】
　プリンタサーバ３は、コンピュータ等であり、印刷データ受信手段１３１、印刷制御手
段１３２等を有する。
　印刷データ受信手段１３１は、複数の画像出力受付端末１－１、１－２から印刷データ
１５を受信し、記憶部４０２に印刷データ２０として格納する。
　印刷制御手段１３２は、印刷データ２０を複数台のプリンタ５－１、５－２、５－３に
振り分け、転送する。
【００２７】
　プリンタ５－１、５－２、５－３は、画像データを印刷する高解像度カラープリンタで
あり、プリント物１２３を印刷する。熱転写プリンタあるいはインクジェット型など、プ
リンタの方式は問わない。尚、本実施の形態では、プリンタを３台としたが、プリンタの
台数はこれに限らない。
【００２８】
　図２は、画像出力受付端末１の概略斜視図である。
　図２に示すように、画像出力受付端末１の上部正面には、タッチパネル付ディスプレイ
２０１が配置されている。タッチパネル付ディスプレイ２０１は、操作の案内、操作の状
況、読み込んだ画像データ１１等を表示するとともに、利用者からの指示を受け付ける。
利用者は、タッチパネル付ディスプレイ２０１を介して、印刷注文する画像データ１１の
選択、画像データ１１に合成する日時の選択、画像処理の指示等を行う。
【００２９】
　タッチパネル付ディスプレイ２０１の下部には、メディア投入口２０３、レシート取出
口２０５が設けられる。
　メディア投入口２０３は、各記憶媒体（スマートメディア、コンパクトフラッシュ（登
録商標）、ミニＳＤ（ｓｅｃｕｒｅ　ｄｉｇｉｔａｌ）カード、ＳＤメモリカード、メモ
リスティック、コンパクトディスク等）の挿入口であり、複数の挿入口が１箇所にまとめ
て配置されている。また、画像出力受付端末１の筐体内には、各記憶媒体の挿入口に対応
して、各種メディア読取部（図３参照）が設置されている。
　また、レシート取出口２０５からは、徴収金額や注文内容等が印刷されたレシート（引
換券）１２２が放出される。画像出力受付端末１の筐体内には、レシート取出口２０５に
対応して、レシートプリンタ（図３参照）が設けられている。
【００３０】
　図３は、画像出力受付端末１のハードウエア構成図である。
　画像出力受付端末１は、制御部３０１、記憶部３０２、入出力部３０３（ＣＤ－ＲＯＭ
ドライブ装置、キーボード等）、通信部３０４、各種メディア読取部３０５、シャッタ３
０６、モニタ（タッチパネル付）３０７、レシートジャーナル処理部(レシートプリンタ)
３１０等がバス３１９を介して接続される。
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【００３１】
　制御部３０１は、プログラムの実行を行うＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　ｕｎｉｔ）と、プログラム命令あるいはデータ等を格納するためのＲＡＭ（ｒａｎ
ｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）
等で構成される。制御部３０１は、記憶部３０２等に格納されたプログラムに従って、バ
ス３１９を介して接続された各装置を制御する。
【００３２】
　記憶部３０２には、制御部３０１が実行するプログラム、プログラム実行に必要なデー
タ、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等が格納される。プログラムは、例えば
、画像入力プログラム、シャッタの開閉制御プログラム、課金処理プログラム、レシート
印刷処理プログラム、保守プログラム等である。データは、例えば、画像データ１１、素
材データ１２、ロケールデータ１３、時差データ１４、印刷データ１５等である。
　プログラムのコードは、制御部３０１により必要に応じて読み出され、ＲＡＭに移され
、ＣＰＵに読み出されて各種機能として実行される。
【００３３】
　入出力部３０３は、記憶部３０２に格納されているプログラム等の更新や、画像出力受
付端末１の設定等を行うメンテナンス時に用いられる。
　通信部３０４は、通信制御装置、通信ポート等を有し、画像出力受付端末１とネットワ
ーク９間の通信を媒介する通信インタフェースである。通信部３０４は、ネットワーク９
を介して、画像出力受付端末１とプリンタサーバ３間の通信制御を行う。
【００３４】
　各種メディア読取部３０５は、入力メディア１２１に予め記憶されている画像データを
読み込む。
　シャッタ３０６は、メディア投入口２０３の各挿入口に設けられ、記憶媒体の挿入口を
開閉し、読取処理の最中や、課金処理が完了するまで、入力メディア１２１を取り出せな
いようにする。
　モニタ３０７は、タッチパネル付ディスプレイ２０１である。
　レシートジャーナル処理部３１０は、課金機能の役割を果たす。レシート取出口２０５
に対応して画像出力受付端末１の内部に設けられ、引換券、レシート印刷を行う。
【００３５】
　図４は、プリンタサーバ３のハードウエア構成図である。
　プリンタサーバ３は、制御部４０１、記憶部４０２、メディア入出力部（ドライブ装置
）４０３、通信制御部（通信制御装置、通信ポート等）４０４、入力部（キーボード、ポ
インティングデバイス等）４０５、表示部４０６、通信用Ｉ／Ｆ部４０７等からなる。
【００３６】
　制御部４０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等で構成され、記憶部４０２に格納されたプ
ログラムに従って、各装置を駆動制御する。
　記憶部４０２は、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）であり、制御部４０１が実行する
プログラム、プログラム実行に必要なデータ、ＯＳ等が格納される。プログラムに関して
は、ＯＳに相当する制御プログラムや、印刷データ受信手段１３１、印刷制御手段１３２
を実現するためのプログラム等が格納されている。
【００３７】
　メディア入出力部４０３は、データの入出力を行い、例えば、ＣＤドライブ（－ＲＯＭ
、－Ｒ、－ＲＷ等）、ＤＶＤドライブ（－ＲＯＭ、－Ｒ、－ＲＷ等）、ＭＯドライブ等の
メディア入出力装置等を有する。
　通信制御部４０４は、通信制御装置、通信ポート等を有し、プリンタサーバ３とネット
ワーク９間の通信を媒介する通信インタフェースであり、ネットワーク９を介して、プリ
ンタサーバ３と、画像出力受付端末１間の通信制御を行う。
【００３８】
　入力部４０５は、データの入力を行い、例えば、タッチパネル、キーボード、マウス等
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のポインティングデバイス等の入力装置を有し、操作指示、動作指示、データ入力等を行
うことができる。
　表示部４０６は、液晶パネル等のディスプレイ装置を有する。
　通信用Ｉ／Ｆ部４０７は、プリンタサーバ３とプリンタ５－１、５－２、５－３間の通
信を行うためのインタフェースである。
　バス４０９は、各装置間の制御信号、データ信号等の授受を媒介する経路である。
【００３９】
　プリンタ５－１、５－２、５－３は、印刷データ２０の印刷出力処理を行う。複数台の
プリンタ５－１、５－２、５－３を備えることで、印刷時間の短縮を図ることができる。
【００４０】
　図５は、画像プリントシステム１００の処理動作を示すフローチャートである。
　画像出力受付端末１の制御部３０１は、モニタ３０７にサービス内容、手順、案内等を
示すメニュー画面を表示し、利用者に機能を選択させる（ステップＳ５０１）。例えば、
利用者は、入力メディア１２１の種別、支払い方法等を選択する。選択された情報は、記
憶部３０２等に記憶される。
【００４１】
　利用者が入力メディア１２１をメディア投入口２０３に挿入すると、画像出力受付端末
１の制御部３０１は、各種メディア読み取り部３０５の当該入力メディア１２１に適合す
るメディア読み取り部を起動し、挿入された入力メディア１２１の画像データを読み込み
、記憶部３０２に格納する（ステップＳ５０２）。
【００４２】
　画像出力受付端末１の制御部３０１は、記憶部３０２に格納された画像データ１１のサ
ムネイル画像の一覧をモニタ３０７に表示し、利用者に印刷注文する画像データ１１の選
択、印刷枚数の指定等を促し、利用者の指示に応じて画像調整を行う（ステップＳ５０３
）。
【００４３】
　図６は、サムネイル画面６００の１例を示す図である。サムネイル画面６００には、画
像データ１１のサムネイル画像の一覧が表示される。
　利用者は、印刷注文したい画像データの印刷枚数を、例えば、「＋」あるいは「－」の
部分のタッチパネルに触れることにより設定する。利用者により設定された枚数が、注文
枚数として表示される。
【００４４】
　サムネイル画像６００は、「画像編集」ボタン６０１、「選択画像に日付を入れる」ボ
タン６０２、「すべての画像に日付を入れる」ボタン６０３、前画面に戻るための「前に
戻る」ボタン６０４、印刷指定完了後に押す「注文する」ボタン６０５等を有する。
　尚、図面では「日付」としているが、画像データには、年月日だけでなく、時分秒を含
めて合成しても良いことは言うまでもない。
【００４５】
　「画像編集」ボタン６０１は、選択した画像データの編集を行うためのボタンである。
利用者が、「画像編集」ボタン６０１の部分のタッチパネルに触れると、画像出力受付端
末１の制御部３０１は、モニタ３０７に画像編集画面を表示する。
【００４６】
　図７は、画像編集画面７００の１例を示す図である。
　画像編集画面７００は、色調整、赤目補正等を行う画像補正メニュー７０１、左回転、
右回転、トリミング等を行う位置調整メニュー７０２、画像データに日付を合成するため
の「日付を入れる」ボタン７０３、利用者により行われた画像の編集を取り消す「元に戻
す」ボタン７０４、「編集終了」ボタン７０５等を有する。
【００４７】
　利用者は、画像補正メニュー７０１あるいは位置調整メニュー７０２により、選択した
画像データの色調整、赤目補正、回転処理、トリミング等の画像編集を行う。
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　利用者が、画像編集画面７００の「編集終了」ボタン７０５を押し、画像編集の指定を
完了すると、画像出力受付端末１の制御部３０１は、利用者の指示に基づいて画像データ
の画像補正、位置調整等の画像の編集を行って、記憶部３０２に印刷データ１５として保
持する。
【００４８】
　利用者が、画面出力受付端末１のモニタ３０７に表示されたサムネイル画面６００で「
選択画像に日付を入れる」ボタン６０２、「すべての画像に日付を入れる」ボタン６０３
、あるいは、画像編集画面７００で「日付を入れる」ボタン７０３を押下した場合、画像
出力受付端末１の制御部３０１は、日時選択処理を行い、選択された日時を画像データに
合成し、記憶部３０２に印刷データ１５として保持する（ステップＳ５０４）。
　画像データに合成する日時を選択する日時選択処理については、後で詳細に説明する。
【００４９】
　画像出力受付端末１の制御部３０１は、課金手段１０４により課金処理を実行する（ス
テップＳ５０５）。すなわち、制御部３０１は、印刷注文に対する代金の合計金額を算出
し、モニタ３０７に表示する。更に、画像出力受付端末１の制御部３０１は、合計金額、
注文内容などを印刷したレシート（引換券）１２２をレシートジャーナル部３１０で印刷
し、レシート取出口２０５から放出する。利用者は、店頭において、レシート（引換券）
１２２に対応付けられるプリント物１２３と引き換えに代金を支払う。
【００５０】
　画像出力受付端末１の制御部３０１は、印刷データ送信手段１０３により、印刷データ
１５をプリンタサーバ３に送信する（ステップＳ５０６）。
　プリンタサーバ３の制御部４０１は、印刷データ受信手段１３１により画像出力受付端
末１からの印刷データを受信し、記憶部４０２に印刷データ２０として保持する。そして
、プリンタサーバ３の制御部４０１は、印刷制御手段１３２により、印刷データ２０をプ
リンタ５－１～５－３で印刷し、プリント物１２３を排出する。
【００５１】
　次に、図８から１４を参照しながら、画像データに合成する日時を選択する日時選択処
理について詳細に説明する。
　図８は、画像出力受付端末１の日時選択処理を示すフローチャート、図９は、日付選択
画面９００の１例を示す図、図１０は、日付選択画面１０００の１例を示す図、図１１は
、日付選択画面１１００の１例を示す図、図１２は、日付選択画面１２００の１例を示す
図、図１３は、日付選択画面１３００の１例を示す図、図１４は、日付書式選択画面１４
００の１例を示す図である。
【００５２】
　利用者が、サムネイル画面６００の「選択画像に日付を入れる」ボタン６０２、または
画像編集画面７００の「日付を入れる」ボタン７０３を押下した場合、画像出力受付端末
１は、１つの画像データ１１に対して、図８に示す処理を行う。
　また、利用者が、サムネイル画面６００の「すべての画像に日付を入れる」ボタン６０
３を押下した場合、画像出力受付端末１は、印刷注文された全ての画像データ１１に対し
て、図８に示す処理を行う。
【００５３】
　制御部３０１は、選択された画像データ１１のＥＸＩＦデータに撮影日時情報があるか
を判定する（ステップＳ８０１）。
　撮影日時情報がない場合（ステップＳ８０１のＮｏ）、制御部３０１は、図９に示す日
付選択画面９００または図１０に示す日付選択画面１０００を表示し、モニタ３０７に撮
影日時情報がない旨を表示する（ステップＳ８０２）。
【００５４】
　ステップＳ８０２では、利用者が、サムネイル画面６００で「すべての画像に日付を入
れる」ボタン６０３を押下している場合、図９に示す日付選択画面９００を表示する。
　また、利用者が、サムネイル画面６００の「選択画像に日付を入れる」ボタン６０２を
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押下している場合は、図１０に示す日付選択画面１０００を表示する。
　また、利用者が、画像編集画面７００の「日付を入れる」ボタン７０３を押下している
場合は、図１０に示す日付選択画面１０００を表示する。
【００５５】
　日付選択画面９００、１０００は、それぞれ、「日付を選択する」ボタン９０１、１０
０１、「日付を入れない」ボタン９０２、１００２を有する。更に、日付選択画面９００
は、撮影日付情報を含まない画像データ１１には、すべて撮影日付を合成しないことを指
定する「撮影日付のない写真はすべて日付をいれない」ボタン９０３、「前の画像」ボタ
ン９０４、「次の画像」ボタン９０５を有する。
　利用者が、「日付を選択する」ボタン９０１、１００１を押下すると、画像出力受付端
末１の制御部３０１は、モニタ３０７に、図１１に示す日付選択画面１１００を表示する
。利用者は、図１１に示すカレンダー形式の日付選択画面１１００において、画像データ
１１に合成する日付を選択する。
【００５６】
　日付選択画面１１００による撮影日時の選択処理は、画像データ１１に撮影日時情報が
ない場合だけではなく、例えば、利用者からの指示により行うことができるようにしても
よい。あるいは、画像データ１１の撮影日時情報が現在日時と大きく異なり、画像出力受
付端末１の制御部３０１がカメラの内部の時計が正しく設定されていないと判定した場合
、日付選択画面１１００による日時の選択処理を行うようにしてもよい。
【００５７】
　図８の説明に戻る。
　撮影日時情報がある場合（ステップＳ８０１のＹｅｓ）、制御部３０１は、画像データ
１１のＥＸＩＦデータにＧＰＳ情報があるかどうかを判定する（ステップＳ８０３）。
　ＧＰＳ情報がない場合（ステップＳ８０３のＮｏ）、制御部３０１は、画像データ１１
のＥＸＩＦデータに含まれる撮影日時情報を画像データ１１に合成する日時として適用す
る（ステップＳ８０４）。
【００５８】
　ＧＰＳ情報がある場合（ステップＳ８０３のＹｅｓ）、制御部３０１は、画像データ１
１の撮影場所の緯度経度を示すＧＰＳ情報と、画像出力受付端末１の設置場所の緯度経度
を示すロケールデータ１３とを比較し、時差データ１４を参照して、画像データ１１の撮
影場所と画像出力受付端末１の設置場所との間に時差があるか判定する（ステップＳ８０
５）。
　時差がないと判定した場合（ステップＳ８０５のＮｏ）、制御部３０１は、画像データ
１１のＥＸＩＦデータに含まれる撮影日時情報を画像データ１１に合成する日時として適
用する（ステップＳ８０４）。
【００５９】
　時差があると判定した場合（ステップＳ８０５のＹｅｓ）、制御部３０１は、ＧＰＳ情
報と時差データ１４から、画像データ１１の撮影場所に近い都市を検索し、画像データ１
１の撮影場所と画像出力受付端末１の設置場所との間の時差を求める。そして、制御部３
０１は、画像データ１１の撮影日時情報に求めた時差を考慮した日時を日付訂正候補とし
、図１２に示す日付選択画面１２００または図１３に示す日付選択画面１３００を表示し
、モニタ３０７に表示する（ステップＳ８０６）。
【００６０】
　例えば、画像データ１１のＥＸＩＦデータに含まれるＧＰＳ情報により、画像データ１
１がＧＭＴ(グリニッジ標準時)－８時間の太平洋標準時（米国およびカナダ）の時間帯で
撮影されていると判定した場合、ＧＭＴ＋９時間の日本国内に設置されている画像出力受
付端末１の設置場所との間の時差は１７時間となる。従って、米国滞在中、カメラの内部
の時計が時差調整されていない状態（日本国の日時の状態）で、太平洋標準時（米国およ
びカナダ）の時間帯で撮影した日時が２００９年８月１５日９時１５分だった場合、日時
訂正候補（米国の日時）は２００９年８月１４日１６時１５分となる。
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【００６１】
　ステップＳ８０６では、利用者が、サムネイル画面６００で「すべての画像に日付を入
れる」ボタン６０３を押下している場合は、図１２に示す日付選択画面１２００を表示す
る。
　また、利用者が、サムネイル画面６００の「選択画像に日付を入れる」ボタン６０２を
押下している場合は、図１３に示す日付選択画面１３００を表示する。
　また、利用者が、画像編集画面７００の「日付を入れる」ボタン７０３を押下している
場合は、図１３に示す日付選択画面１３００を表示する。
【００６２】
　日付選択画面１２００、１３００には、それぞれ、画像データ１１に合成する日付候補
として、時差を考慮して算出した日付訂正候補１２０１、１３０１と、画像データ１１が
有する撮影日時情報であるデフォルト値１２０２、１３０２が表示される。利用者は、日
付訂正候補１２０１、１３０１、あるいは、デフォルト値１２０２、１３０２を選択する
ことができる。
　更に、日付選択画面１２００には、印刷注文した全ての画像データ１１にデフォルト値
１２０２を合成することを指定する「すべてをデフォルトにする」ボタン１２０３が表示
される。
　尚、日付選択画面１２００には、印刷注文した全ての画像データ１１に日付訂正候補１
２０１を合成することを指定するボタンが表示されるようにしても良い。
【００６３】
　更に、画像データ１１に合成する日時の書式は、利用者が選択できるようにしてもよい
。
　例えば、制御部３０１は、モニタ３０７に、図１４に示す日付書式選択画面１４００を
表示する。日付書式選択画面１４００には、利用者により選択可能な複数の日付書式１４
０１が表示される。日付書式１４０１としては、西暦表示、和暦表示、日付のみの表示、
日付と時刻の表示、月日や時刻の２桁表示（月日や時刻に０を埋めて２桁にする表示）等
がある。
　また、画像データ１１に合成する日時のフォント、色、サイズ、合成位置等を利用者が
指定できるようにしてもよい。
　日付書式選択処理は、前述した日付選択処理の前に行うようにしてもよいし、日付選択
処理の後に行うようにしてもよい。
【００６４】
　以上説明したように、第１の実施形態の画像プリントシステムでは、画像出力受付端末
が画像データに含まれる撮影日時情報、ＧＰＳ情報等から日時訂正候補を算出し、利用者
に提示することにより、例えば、利用者が海外旅行中にデジタルカメラの時計の時差調整
を忘れてしまった場合でも、適切な撮影日時を画像データに合成することが可能となる。
　また、デジタルカメラの時計の日時設定が正しく行われていない場合でも、利用者は希
望する日時を選択し、画像データに合成することが可能となる。
　更に、画像データに合成する日時の書式、フォント、色、サイズ、合成位置等を利用者
が選択することにより、利用者は好みのデザインで日時を画像データに合成することがで
きる。例えば、画像データの色とは異なる系統の色を選択することで、合成する日時が見
易くなる。
【００６５】
　次に、図１５～１７を参照しながら、第２の実施形態の画像出力装置について説明する
。
　図１５は、第２の実施形態の画像出力装置２のシステム構成図である。
　画像出力装置２は、店頭において印刷注文の受付、および印刷を行う端末装置であり、
画像データ読込手段１０１、画像編集合成手段１０２、印刷手段１０５、課金手段１０４
等を備える。
　画像データ読込手段１０１、画像編集合成手段１０２は、第１の実施の形態と同様であ
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る。
【００６６】
　記憶部３０２には、画像データ１１、素材データ１２、ロケールデータ１３、時差デー
タ１４、印刷データ１５が記憶される。
　画像データ１１、素材データ１２、ロケールデータ１３、時差データ１４は、第１の実
施の形態と同様である。印刷データ１５は、第１の実施の形態における印刷データ２０と
同様である。
【００６７】
　印刷手段１０５は、印刷データ１５を印刷する高解像度カラープリンタであり、プリン
ト物１２３を印刷する。画像出力装置２は、印刷時間の短縮を図るため、複数台のプリン
タを備えるようにしてもよい。
【００６８】
　課金手段１０４は、課金機を装備する。課金手段１０４は、利用者によるプリント物１
２３の印刷注文に応じた料金を算出、表示し、利用者に入金を要求し現金による課金処理
を行い、レシート１２２を発行し、つり銭１２４を利用者に返す。
【００６９】
　図１６は、画像出力装置２の外観斜視図である。
　図１６に示すように、画像出力装置２の上部正面には、タッチパネル付ディスプレイ２
０１が配置されている。タッチパネル付ディスプレイ２０１は、第１の実施の形態と同様
である。
【００７０】
　タッチパネル付ディスプレイ２０１の下部には、メディア投入口２０３が設けられる。
メディア投入口２０３は、第１の実施の形態と同様である。
【００７１】
　画像出力装置２の下段部の前面板２２１には、硬貨投入口２０７及び紙幣挿入口２０９
のような料金投入口、つり銭返却口２１１、レシート取出口２０５、プリント物取出口２
１３、メンテナンスキー２１５、ドア開閉キー２１７等が設けられる。
【００７２】
　硬貨投入口２０７、紙幣挿入口２０９、つり銭返却口２１１、レシート取出口２０５は
、利用者によるプリント物１２３の印刷注文に応じて入金を要求する課金手段１０４とし
て機能する。利用者は、硬貨投入口２０７に硬貨を投入したり、紙幣挿入口２０９に紙幣
を挿入したりすることにより、プリント物１２３の料金を支払う。つり銭がある場合には
、つり銭返却口２１１から放出される。
　また、料金徴収後、徴収金額や注文内容等が印刷されたレシートがレシート取出口２０
５から放出される。画像出力装置２の筐体内には、レシート取出口２０５に対応してレシ
ート印刷用プリンタが設けられる。
　画像出力装置２は、課金手段により利用者の入金が完了すると、印刷データ１５の印刷
を開始する。
【００７３】
　プリント物取出口２１３には、画像出力装置２の筐体内に設置される複数のプリンタに
より印刷されたプリント物が排出される。
　利用者が、タッチパネル付ディスプレイ２０１に設けられたタッチパネルにより、メデ
ィアから読み込んだ画像データ１１の中から印刷する画像を選択し、印刷の実行を指示す
ると、画像出力装置２内のコンピュータ（制御装置）が印刷手段１０５に画像データを転
送する。印刷手段１０５は、転送された画像データを印刷し、プリント物取出口２１３に
排出する。
【００７４】
　メンテナンスキー２１５は、利用者が画像出力装置２を利用可能な運転モードと、管理
者が画像出力装置２のメンテナンスや設定、レシートの再印刷等を行う管理モードを切り
替えるためのキーである。
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　ドア開閉キー２１７は、画像出力装置２の前面板２２１を開閉するためのキーである。
【００７５】
　図１７は、画像出力装置２のハードウエア構成図である。
　画像出力装置２は、コンピュータ２００、各種メディア読取部３０５、シャッタ３０６
、モニタ３０７、コインメック３０８、ビルバリ３０９、レシートジャーナル処理部３１
０、複数のプリンタ３１１から構成される。各種メディア読取部３０５、シャッタ３０６
、モニタ３０７、コインメック３０８、ビルバリ３０９、レシートジャーナル処理部３１
０、複数のプリンタ３１１は、コンピュータ２００と接続され、コンピュータ２００によ
り制御される。
　各種メディア読取部３０５、シャッタ３０６、モニタ３０７は、第１の実施の形態と同
様である。
【００７６】
　コンピュータ２００は、制御部３０１、記憶部３０２、入出力部３０３、通信部３０４
等から構成される。
　制御部３０１、記憶部３０２、入出力部３０３、通信部３０４は、第１の実施の形態と
同様である。
【００７７】
　コインメック３０８、ビルバリ３０９、レシートジャーナル処理部３１０は、課金機能
の役割を果たす。コインメック３０８は、硬貨投入口２０７に対応して画像出力装置２内
部に設けられ、硬貨の入出力を管理する。
　ビルバリ３０９は、紙幣挿入口２０９に対応して画像出力装置２内部に設けられ、紙幣
の入出力を管理する。
　レシートジャーナル処理部３１０は、レシート取出口２０５に対応して画像出力装置２
内部に設けられ、利用者の徴収金額や注文内容に応じたレシート１２２を印刷する。
【００７８】
　複数のプリンタ３１１は、画像データを印刷する高解像度カラープリンタであり、プリ
ント物１２３を印刷する。プリンタ３１１は、第１の実施の形態のプリンタ５－１、５－
２、５－３と同様である。
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態におけるプリンタサーバ３を介さずに、コン
ピュータ２００がプリンタ３１１に印刷データを送信する。それ以外のコンピュータ２０
０の処理動作は、第１の実施の形態における画像出力受付端末１と同様である。
【００７９】
　画像出力装置２の処理動作は、図５から図１４を参照して説明した第１の実施形態の画
像プリントシステム１００の処理動作と同様である。
　第２の実施形態の画像出力装置は、コンピュータが画像データに含まれる撮影日時情報
、ＧＰＳ情報等から日時訂正候補を算出し、利用者に提示することにより、例えば、利用
者が海外旅行中にデジタルカメラの時計の時差調整を忘れてしまった場合でも、適切な撮
影日時を画像データに合成することが可能となる。
　また、デジタルカメラの時計の日時設定が正しく行われていない場合でも、利用者は希
望する日時を選択し、画像データに合成することが可能となる。
　更に、画像データに合成する日時の書式、フォント、色、サイズ、合成位置等を利用者
が選択することにより、利用者は好みのデザインで日時を画像データに合成することがで
きる。例えば、画像データの色とは異なる系統の色を選択することで、合成する日時が見
易くなる。
【００８０】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る画像プリントシステム等の好適な実施形
態について説明したが、本発明は係る例に限定されない。当業者であれば、本願で開示し
た技術的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであ
り、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
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【００８１】
　１、１－１、１－２………画像出力受付端末
　２………画像出力装置
　３………プリンタサーバ
　５－１、５－２、５－３………プリンタ
　９………ネットワーク
　１１………画像データ
　１２………素材データ
　１３………ロケールデータ
　１４………時差データ
　１５………印刷データ
　１００………画像プリントシステム
　１０１………画像データ読込手段
　１０２………画像編集合成手段
　１０３………印刷データ送信手段
　１０４………課金手段
　１０５………印刷手段
　１２１………入力メディア
　１２２………レシート
　１２３………プリント物
　１２４………つり銭
　１３１………印刷データ受信手段
　１３２………印刷制御手段

【図１】 【図２】



(15) JP 5585164 B2 2014.9.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 5585164 B2 2014.9.10

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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